
船舶事故等調査報告書 

平成２２年６月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２８１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１１月２８日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 静岡県石廊埼東方沖 神子元島灯台から真方位０８０°８.５海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°３６.０′ 東経１３９°０６.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年１１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 長 久
ちょうきゅう

丸、４９０トン 

   １３５０７６、大平船舶株式会社 

Ｂ 押船 鉱
こう

翔
しょう

丸、１８０トン 

   １３６８７８、株式会社ジェネック、独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構 

Ｃ バージ 鉱
こう

翔
しょう

、６,１２９トン 

株式会社ジェネック、独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

  一等航海士、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長、三級海技士（航海） 

  一等航海士、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に破口を伴う凹損 

Ｂ 右舷船尾構造物（見張台）倒壊 

Ｃ 右舷中央から船尾外板至り擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか２人が乗り組み、石廊埼東方沖に

おいて、針路約２６０°及び速力約１０.０ノットで自動操舵により航行

中、船橋当直中の一等航海士Ａが、居眠りに陥った。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び一等航海士Ｂほか５人が乗り組み、Ｃ船と押船列

（以下「Ｂ船押船列」という。）を構成し、石廊埼東方沖を針路約０４

０°及び速力約８.３ノットで手動操舵により航行中、一等航海士Ｂが、Ａ

船を右舷船首方に視認し、Ａ船がＢ船の船尾方を通過するものと思い、そ

の後、左舷船尾方から接近する大型船に気をとられていた。 

１１月２８日０６時２０分ごろ、Ａ船の船首部がＣ船の右舷船尾部に衝

突した。 

Ａ船及びＢ船押船列とも航行に支障はなかった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西～西北西、風速 約５m/s、視程 約７Ｍ 

海象：波高 約２～２.５ｍ 

 その他の事項 一等航海士Ａは、衝撃で目覚めてＢ船と衝突したことを知った。 

 一等航海士Ｂは、衝突の２０分ぐらい前に右舷船首方にＡ船を視認した



 

が、同じ針路及び速力で航行中、衝撃を感じて衝突したことを知った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は西進中、Ｂ船押船列は北東進中、石廊埼

東方沖において衝突したものと考えられる。 

一等航海士Ａは、船橋当直中に居眠りに陥って

いた可能性があると考えられる。 

一等航海士Ｂは、Ａ船がＢ船の船尾方を通過す

るものと思い込み、左舷船尾方から接近する大型

船に意識を集中してＡ船の接近に気付かなかった 

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、石廊埼東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船押船列が北東進

中、船橋当直中の一等航海士Ａが居眠りに陥り、また、一等航海士Ｂが、

後方から接近する大型船に意識を集中していてＡ船の接近に気付かなかっ

たため、Ａ船とＢ船押船列が衝突したことにより発生した可能性があると

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




